
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
救
急
医
療
機
関
の
認
定 

（
医
療
整
備
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
辞
退 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施 

（
産
業
立
地
推
進
課
）　

　

二

〇
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
六
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　

　

二

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
宮
城
県
建
設
工
事
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
登
録
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

　

す
る
告
示 

（
契　

約　

課
）　

　

三

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出 

（
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

四

〇
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
適
当
の
決
定
（
二
件
） 

（
北
部
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

四

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
届
出 

五

〇
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 

六

〇
政
治
団
体
の
解
散
届 

六

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
一
年
分
） 

六

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
二
年
分
） 

七

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
三
年
分
） 

七

〇
資
金
管
理
団
体
の
届
出 

七

〇
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 

七

〇
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
告
示
の
一
部
改
正 

七

〇
証
票
の
無
効
（
四
件
） 

八

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
十
二
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
十
三
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
十
四
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
と

し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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名　
　
　

称

女
川
町
地
域
医
療
セ
ン

タ
ー

所　
　

在　
　

地

女
川
町
鷲
神
浜
字
堀
切
山
五
十

一－

六

認
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十
月
一

日

認
定
の
有
効
期
限

平
成
二
十
六
年
九
月
三

十
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
二
七
〇
〇
四
五
二

〇
四
一
五
五
〇
〇
八
二
六

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

宮
城
県
船
形
コ
ロ
ニ
ー

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字

上
童
子
沢
二
十
一

Ａ
ｎ
ｄ　

Ｙ
ｏ
ｕ　

フ

レ
ン
ド
パ
ー
ク

仙
台
市
泉
区
長
命
ヶ
丘

三
丁
目
三
十
一
番
十
号

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

短
期
入
所

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ

ス

設
置
者
名

宮
城
県

一
般
社
団
法
人

悠
優
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

十
一
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
二
月
一
日

事

業

所

番

号

施
設
の
名
称
及
び

所
在
地

施
設
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

設
置
者
名

指
定
年
月
日



〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
十
五
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
指
定
障
害
者

支
援
施
設
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
十
六
号

　

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り

実
施
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
十
七
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

　

２　

名
称　

鹿
折
・
魚
町
・
南
町
地
区
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
十
八
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

　

２　

名
称　

南
気
仙
沼
地
区
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
十
九
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日
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〇
四
一
二
七
〇
〇
四
五
二

宮
城
県
船
形
コ
ロ
ニ
ー

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字

上
童
子
沢
二
十
一

施
設
入
所
支
援

生
活
介
護

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

宮
城
県

平
成
二
十
三
年

十
一
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
二
七
〇
〇
〇
八
〇

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

宮
城
県
船
形
コ
ロ
ニ
ー

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
上
童
子
沢
二
十
一

設
置
者
名

宮
城
県

辞
退
年
月
日

平
成
二
十
三
年

十
月
三
十
一
日

実
施
年
月
日

平
成
二
十
四
年

一
月
十
七
日

　

同
一
月
十
八
日

　

同
一
月
十
九
日

　

同
一
月
二
十
五
日

　

同
一
月
二
十
六
日

実　

施　

区　

域

多
賀
城
市

多
賀
城
市

多
賀
城
市

塩

竈

市

塩

竈

市

山
王
・
新
田
・

南
宮
・
高
橋

大
代
・
笠
神
・

下
馬
・
栄
・

丸
山
・
鶴
ヶ

谷
・
桜
木
・

宮
内
・
明
月
・

町
前

市
川
・
浮
島
・

城
南
・
高
崎
・

志
引
・
東
田

中
・
八
幡
・

中
央
・
伝
上

山
・
留
ヶ
谷

全

域

全

域

検
査
受
付
時
間

午
前
十
時
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

実

施

の

場

所

高
橋
地
区
生
活
セ
ン
タ
ー

多
賀
城
市
総
合
体
育
館

多
賀
城
市
役
所
前
駐
車
場

塩
竈
市
役
所
東
分
庁
舎

塩
竈
市
役
所
東
分
庁
舎

　

同
一
月
二
十
七
日

　

同
一
月
三
十
日

　

同
一
月
三
十
一
日

　

同
二
月
一
日

塩

竈

市

塩

竈

市

塩

竈

市

塩

竈

市

全

域

仲
卸
市
場

仲
卸
市
場

浦

戸

午
前
十
時
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

正
午
ま
で

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

正
午
ま
で

午
後
二
時
三
十
分
か
ら

午
後
四
時
三
十
分
ま
で

塩
竈
市
役
所
東
分
庁
舎

塩
釜
水
産
物
仲
卸
市
場
南
側
入

口塩
釜
水
産
物
仲
卸
市
場
南
側
入

口浦
戸
諸
島
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー



 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

　

２　

名
称　

松
岩
・
面
瀬
地
区
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
五
十
号

　

名
取
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

　

２　

名
称　

閖
上
地
区
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
五
十
一
号

　

女
川
町
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

　

２　

名
称　

女
川
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
五
十
二
号

　

南
三
陸
町
か
ら
志
津
川
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

志
津
川
都
市
計
画
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

　

２　

名
称　

志
津
川
地
区
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
五
十
三
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整

理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

岩
沼
市
三
色
吉
南
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

岩
沼
市
三
色
吉
字
鶴
五
番
地
の
一

三　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
十
一
年
十
一
月
四
日

四　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
五
十
四
号

　

宮
城
県
建
設
工
事
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
登
録
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

宮
城
県
建
設
工
事
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
登
録
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
建
設
工
事
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
登
録
等
に
関
す
る
規
程（
平
成
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
雑
則
）

第
十
二
条　

こ
の
規
程
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
総
合
評
点
の
付
与
の
特
例
）
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３　

第
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
の
工
事
成
績
調
書
に
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。）
に
よ
り
特
に
必
要
と

な
っ
た
廃
棄
物
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
を
い
う
。）
の
撤
去
等
に
関
す
る
工
事
そ
の
他
の
工
事
に
係
る
工
事
成
績
調
書
が
含
ま
れ
て

い
る
場
合
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
工
事
成
績
調
書
は
、
同
号
イ
の
工
事
成
績
調
書
に
含
ま
れ
な
い

も
の
と
み
な
し
て
、
第
五
条
の
二
（
第
五
条
の
四
第
三
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
五
十
五
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
台
市
岩
切
土
地
改

良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

本　
　

木　
　
　
　
　

隆　
　
　

一　

就
任
し
た
者

 

二　

退
任
し
た
者

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
五
十
六
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
審
査
し
た
結
果
、
小
山
田
川
沿
岸
土
地
改
良
区
が
行
う
土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
事
業
）
計
画
の

変
更
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
異
議
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た

こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対

す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

吉　
　

田　
　

祐　
　

幸　
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就

任

年

月

日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
七
日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
七
日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
七
日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
七
日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
七
日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
七
日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
七
日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
七
日

氏　
　
　

名

今

野　

孝

関

内

清

一

吉

田

正

憲

佐

藤

俊

郎

田

中

秀

夫

相

澤

勝

一

大

泉　

享

大

泉

政

志

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

仙
台
市
宮
城
野
区
福
田
町
四
丁
目
二
番
十

四
号

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字
堰
下
五
十
九
番

地仙
台
市
宮
城
野
区
新
田
三
丁
目
十
四
番
二

十
号

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字
今
市
十
一
番
地

仙
台
市
宮
城
野
区
新
田
四
丁
目
六
番
八
号

仙
台
市
宮
城
野
区
鶴
ヶ
谷
字
北
畑
三
番
地

の
二

仙
台
市
宮
城
野
区
田
子
字
上
十
八
番
地

仙
台
市
宮
城
野
区
田
子
二
丁
目
四
十
二
番

三
十
一
号

役
職
名

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

監

事

平
成
二
十
三
年
十
一
月
七
日

日

野

正

博

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字
三
所
北
十
六
番

地

監

事

退

任

年

月

日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
六
日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
六
日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
六
日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
六
日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
六
日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
六
日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
六
日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
六
日

平
成
二
十
三
年
十
一
月
六
日

氏　
　
　

名

今

野　

孝

関

内

清

一

大

泉　

享

相

澤

勝

一

吉

田

正

憲

小

畑

勝

義

佐

藤

俊

郎

鎌

田

広

司

桂

島

康

夫

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

仙
台
市
宮
城
野
区
福
田
町
四
丁
目
二
番
十

四
号

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字
堰
下
五
十
九
番

地仙
台
市
宮
城
野
区
田
子
字
上
十
八
番
地

仙
台
市
宮
城
野
区
鶴
ヶ
谷
字
北
畑
三
番
地

の
二

仙
台
市
宮
城
野
区
新
田
三
丁
目
十
四
番
二

十
号

仙
台
市
宮
城
野
区
新
田
四
丁
目
七
番
十
八

号仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字
今
市
十
一
番
地

仙
台
市
宮
城
野
区
田
子
字
上
二
十
四
番
地

の
一

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字
今
市
七
十
一
番

地

役
職
名

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

監

事

監

事



一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
事
業
）
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

栗
原
市
役
所
、
登
米
市
役
所
、
大
崎
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
五
十
七
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
審
査
し
た
結
果
、
加
美
郡
西
部
土
地
改
良
区
が
行
う
土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
事
業
）
計
画
の
変

更
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
異
議
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た

こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対

す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

吉　
　

田　
　

祐　
　

幸　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
事
業
）
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

加
美
町
役
場

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
四
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

�
　

政
党
の
支
部

　
�
　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

�
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
�
　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
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政
治
団
体
の
名
称

み
ん
な
の
党
宮
城

県
議
会
第
６
支
部

代　

表　

者

の　

氏　

名

阿
部　

千
夏

会
計
責
任
者

の　

氏　

名

伊
藤　

正
彦

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

仙
台
市
太
白
区
長
町
南
三

－

二
三－

一

一
以
上
の
市
町

村
等
の
区
域
を

単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部

〇

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
十
四
日

　

政
治
団
体
の
名
称

あ
べ
千
夏
後
援
会

阿
部
均
後
援
会

一
條
い
さ
お
後
援
会

伊
藤
聡
後
援
会

及
川
秀
一
後
援
会

佐
藤
し
ょ
う
じ
後
援
会

佐
藤
ま
さ
ひ
ろ
後
援
会

四
宮
規
彦
後
援
会

庄
司
一
郎
後
援
会

鈴
木
よ
う
こ
後
援
会

長
南
良
彦
後
援
会

松
木
英
一
後
援
会

村
上
ひ
さ
と
後
援
会

百
井
い
と
子
後
援
会

代　

表　

者

の　

氏　

名

阿
部　

千
夏

阿
部　
　

均

佐
久
間　

貞

伊
藤　
　

聡

及
川　

秀
一

片
岡　

義
晴

木
皿　

善
郎

岡
本　

利
彦

引
地　

弘
行

鈴
木　
　

務

大
内　

勝
善

松
木　

英
一

三
浦　
　

久

伊
藤　

富
敏

会
計
責
任
者

の　

氏　

名

伊
藤　

正
彦

阿
部　
　

均

成
田　
　

公

伊
藤　

敏
江

及
川　

享
子

佐
藤　

純
一

佐
藤　

美
子

小
笠
原
郁
郎

宗
片　

真
一

鈴
木　

健
人

長
南　

幸
子

松
木　

郁
子

村
上　

節
子

渡
邊　

文
昭

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

仙
台
市
太
白
区
大
塒
町
五－

一
一

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
鈴
ヶ
入
一
四
三

伊
具
郡
丸
森
町
字
小
保
田
五
五

仙
台
市
青
葉
区
本
町
一－

二－

五

名
取
市
那
智
が
丘
一－

八－

一
〇

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
高
屋
字
鳥
東
一
六

名
取
市
増
田
三－

二－

七

亘
理
郡
亘
理
町
字
新
町
五
五

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
中
井
一
五

亘
理
郡
亘
理
町
吉
田
字
流
一
四
六－

一

七
六

名
取
市
高
舘
吉
田
字
東
真
坂
三－

三

塩
竈
市
藤
倉
二－

四－

二
五

名
取
市
大
手
町
一－

六－

五

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
十
文
字
字
佐
渡
二

五
〇

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
十
二
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
二
十
五
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
十
九
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
十
七
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
十
二
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
十
一
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
十
三
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
二
十
六
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
十
一
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
十
二
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
十
四
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
十
七
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
十
四
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
二
十
四
日



〇
宮
選
管
告
示
第
百
四
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

�
　

政
党
の
支
部

�
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

 

〇
宮
選
管
告
示
第
百
四
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

�
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

〇
宮
選
管
告
示
第
百
四
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
一
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日
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谷
津
寿
彦
後
援
会

渡
辺
勝
幸
後
援
会

大
槻　

捷
一

松
井　

有
紀

谷
津　

友
儀

小
松
真
知
子

伊
具
郡
丸
森
町
耕
野
字
小
屋
舘
二
五

仙
台
市
若
林
区
古
城
三－

一
四－

五

平
成
二
十
三
年

 

十
月
十
一
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
十
四
日

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
三
本
木
支
部

　
み
ん
な
の
党
仙
台
市
議
会

第
５
支
部

異
動
事
項

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

新

大
崎
市
三
本
木
新
沼
字

中
谷
地
屋
敷
八
三

庄
司　
　

操

仙
台
市
太
白
区
大
谷
地

二－

二
二

旧

大
崎
市
三
本
木
新
町
一

－

八－

一
五

二
瓶　

恭
一

仙
台
市
太
白
区
西
多
賀

四－
一
一－

五

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
二
十
七
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
三
十
一
日

仙
沢
会

�
橋
浩
之
を
育
て
る
会

　
寺
島
英
毅
後
援
会

ほ
り
う
ち
周
光
後
援
会

　
宮
城
県
税
理
士
政
治
連
盟

山
田
し
ろ
う
後
援
会

山
田
龍
太
郎
後
援
会

わ
た
な
べ
忠
悦
後
援
会

渡
辺
ひ
ろ
ふ
み
を
支
え
る

会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

の

氏

名

仙
台
市
宮
城
野
区
福
室

二－

五－

一
二

遠
藤　
　

實

高
橋　

達
弥

伊
具
郡
丸
森
町
字
町
西

二
六

仙
台
市
宮
城
野
区
原
町

二－

四－

三
七

遠
山　

政
幸

千
葉　

末
男

名
取
市
名
取
が
丘
六－

一－

一
二

山
田
由
美
子

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
大

網
八
八－

一

伊
藤　

元
實

仙
台
市
青
葉
区
台
原
一

－

一
七－

三
二

遠
藤　

米
寿

�
橋　

鉄
男

伊
具
郡
丸
森
町
字
千
刈

場
一
七－

二

仙
台
市
宮
城
野
区
鉄
砲

町
二
四
六－

三

堀
内　
　

章

岩
渕　

隆
彦

名
取
市
名
取
が
丘
三
丁

目
一
八－

一
一

大
友　

隆
雄

登
米
市
南
方
町
雷
一
六

九渡
辺　

博
史

平
成
二
十
三
年

 

十
月
三
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
二
十
六
日

　
平
成
二
十
三
年

 

十
月
五
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
二
十
五
日

　
平
成
二
十
三
年

 

十
月
十
一
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
十
九
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
二
十
八
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
十
四
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
三
日

政
治
団
体
の
名
称

板
橋
勇
後
援
会

板
橋
勇
後
援
会

内
海
太
後
援
会

川
嶋
保
美
栗
原
連
合
後
援

会国
井
宗
和
後
援
会

く
ま
ざ
わ
孝
雄
後
援
会

栗
原
つ
ば
さ
の
会

酒
井
信
幸
後
援
会

須
田
善
明
後
援
会

異
動
事
項

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

の

氏

名

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

代

表

者

の

氏

名

新

大
竹　

可
守

伊
具
郡
丸
森
町
金
山
字

外
沼
一
一
五－

六

気
仙
沼
市
赤
岩
五
駄
鱈

一
一
三－

一

佐
藤　
　

昭

鍵　
　
　

茂

仙
台
市
太
白
区
大
谷
地

二－

二
二

菊
地
多
計
子

酒
井　

俊
治

高
橋　

正
典

旧

加
藤　

敏
美

伊
具
郡
丸
森
町
金
山
字

田
林
二－

二

気
仙
沼
市
南
郷
八－

一

〇佐
藤　

平
義

大
友　

四
郎

仙
台
市
太
白
区
西
多
賀

四－

一
一－

五

佐
藤　

秀
子

齋
藤　

節
緒

須
田　

善
明

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
七
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
二
十
四
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
十
二
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
二
十
六
日

平
成
二
十
三
年 

 

十
月
二
十
六
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
二
十
六
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
六
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
十
三
日

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

阿
部
均
後
援
会

代
表
者
の
氏
名

阿
部　
　

均

解
散
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
四
日



 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

（単
位
：
円

）

　

（そ
の
他
の
政
治
団
体

）

阿
部
均
後
援
会

報
告
年
月
日
23.
10.
25

23.
10.
2

          
（         4  解

散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

〇
宮
選
管
告
示
第
百
四
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
二
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

（単
位
：
円

）

　

（そ
の
他
の
政
治
団
体

）

阿
部
均
後
援
会

報
告
年
月
日
23.
10.
25

23.
10.
2

          
（         4  解

散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

〇
宮
選
管
告
示
第
百
四
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
三
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

（単
位
：
円

）

　

（そ
の
他
の
政
治
団
体

）

阿
部
均
後
援
会

報
告
年
月
日
23.
10.
25

23.
10.
2

          
（         4  解

散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

〇
宮
選
管
告
示
第
百
四
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
百
四
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
百
四
十
九
号

　

平
成
七
年
宮
選
管
告
示
第
八
号
（
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
告
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日
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資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
の
氏

名　
　
　
　

阿
部　

千
夏

伊
藤　
　

聡

公
職
の
種
類

宮
城
県
議
会
議
員

宮
城
県
議
会
議
員

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

あ
べ
千
夏
後
援
会

伊
藤
聡
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の

所　
　

在　
　

地

仙
台
市
太
白
区
大
塒

町
五－

一
一

仙
台
市
青
葉
区
本
町

一－

二－

五

代
表
者
の

氏　
　

名

阿
部　

千
夏

伊
藤　
　

聡

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
十
二
日

平
成
二
十
三
年

 

十
月
二
十
一
日

資
金
管
理
団

体
の
届
出
事

項
の
異
動
の

届
出
を
し
た

者
の
氏
名　

内
海　
　

太

澤
田　

朋
啓

公
職
の
種
類

宮
城
県
議
会
議

員宮
城
県
議
会
議

員

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

内
海
太
後
援
会

仙
沢
会

異　
動　
事　
項

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

新

気
仙
沼
市
赤
岩
五
駄

鱈
一
一
三－

一

仙
台
市
宮
城
野
区
福

室
二－

五－

一
二

旧

気
仙
沼
市
南
郷
八－

一
〇

仙
台
市
青
葉
区
台
原

一－

一
七－

三
二



 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　

市
営
野
球
場
住
宅
集
会
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

旧
折
壁
小
学
校
住
宅
集
会
所 

岩
手
県
一
関
市
室
根
町
折
壁
字
大
里
一
四
〇
番
地

旧
千
厩
中
学
校
住
宅
集
会
所 

同　

県
同　

市
千
厩
町
千
厩
字
横
井
田
八
八
番
地

〇
宮
選
管
告
示
第
百
五
十
号

　

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
百
十
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た
左
記
の
証
票

は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
日
以
降
無
効
と
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

〇
宮
選
管
告
示
第
百
五
十
一
号

　

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
百
十
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た
左
記
の
証
票

は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日
以
降
無
効
と
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

〇
宮
選
管
告
示
第
百
五
十
二
号

　

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
百
十
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た
左
記
の
証
票

は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
六
日
以
降
無
効
と
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

〇
宮
選
管
告
示
第
百
五
十
三
号

　

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
百
十
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た
左
記
の
証
票

は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
以
降
無
効
と
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

記
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証

票

番

号

証

票

番

号

�候
 
　

第
三
号
の
〇
六
九

�団
 
　

第
三
号
の
〇
六
四

証

票

番

号

証

票

番

号

�団
 
　

第
三
号
の
〇
三
六

�団
 
　

第
三
号
の
〇
四
四

証

票

番

号

証

票

番

号

�候
 
　

第
三
号
の
〇
八
五

�団
 
　

第
三
号
の
〇
八
四

証

票

番

号

証

票

番

号

�候
 
　

第
一
号
の
〇
〇
二

�団
 
　

第
一
号
の
〇
〇
二


	無題

